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近畿地⽅整備局
河川整備の概要 （河川整備計画の主な事業内容）
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○遠敷川合流点から下流部においては、掘削や水位低下方策（堰の改築等）により河道の流下能力を向上させる対策に加え、堤防拡築

や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安全度向上を図る。

○遠敷川合流点から上流部においては、霞堤を活かした治水機能を維持し、現況の流下能力が確保されるよう河床の維持掘削、河道内

の樹木伐採などに努める一方、堤防拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安全度向上を図る。

○これらの施策の実施によって、遠敷川合流点から下流部において戦後最大となる昭和28年9月洪水を考慮し、河内川ダムの洪水調整

効果と合わせ高塚地点で1,400m3/s程度の流下能力を確保する。
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■霞堤の機能（治水）
＜洪水時＞ ＜洪水後期・平常時＞

お に ゅ う

お に ゅ う

お に ゅ う

霞堤



近畿地⽅整備局
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河川整備の概要 （事業進捗に伴う効果）

○北川では河川整備計画に基づき、順次改修事業を進めている。河積不足や堤防の未整備等により、河川整備計画目標流量に対して現

況流下能力が不足する区間については河道掘削を実施しており令和５年に掘削を完了した。
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R6年度末の流下能力

R1年度末の流下能力（前回流域懇談会時点）

整備計画策定時の流下能力

HWL評価

整備計画目標流量 1,400m3/S

整備計画目標流量 1,500m3/S



近畿地⽅整備局
既存ダムの洪水調節機能の強化 【個票No.1】
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○令和元年１２月１２日、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」において、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針」

がとりまとめられた。

○水害の激甚化を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向け、北川水系において、河川管理者である国土交通省並びにダム管

理者及び関係利水者は、河川について水害の発生の防止等が図られるよう、治水協定を令和２年５月に締結し、河内川ダムの洪水調節機

能強化を推進及び体制確認強化など引き続き取り組んでいく。

○河内川ダムでは、水害発生が予想される際に事前放流を実施して、利水容量480万m3のうち最大で202.1万m3を洪水調節可能容量として

確保することとしている。

 

洪水調節可能容量 2,021 千 m
3 

洪水調節容量 2,400 千 m
3

 

▽非越流部標高 EL202.5m 
▽洪水時最高水位 EL197.7m 

利水容量 4,800 千 m
3

 

堆砂容量 800 千 m
3

 

▽平常時最高水位 EL190.5m 

▽最低水位 EL162.7m 

▽基礎岩盤 EL125.0m 

▽非常用洪水吐 EL197.7m 

▽常用洪水吐 EL190.5m 

▽利水ゲート EL162.7m 

EL182.4m 

基準降雨量
(mm)

洪水調節可能容量※

(万m3)
洪水調節容量

(万m3)
ダム

378202.1240河内川ダム

位 置 図 河内川ダムにおける治水協定

※洪水量を上限とした事前放流時間を72時間連続で確保できる前提で、かつ、流入量が平水量（上流ダムの事前放流は考慮して

いない）の場合に、確保できる最大の目標容量を洪水調節可能容量とした

河内川ダム

← 北川

※令和2年から令和6年までに、事前放流の実績はなかった。



近畿地⽅整備局
流域治水プロジェクト 【個票No.2】

○「流域治水」を計画的に推進するために、流域に関わるあらゆる関係者（国・県・市町等）による「北川流域治水協議会」を令和2年8月に設
置し、令和7年3月末までに10回の協議会を開催した。

○協議会では、プロジェクトの対策内容に関する議論が行われ、令和3年3月に流域治水プロジェクトを公表した。令和5年度には気候変動
を踏まえた流域治水プロジェクト2.0を策定した。

一級河川九頭竜川水系において、河川管理
者である国土交通省並びにダム 管理者及び

関係利水者（ダムに権利を有する者をいう。
以下同じ。）は、「既 存ダムの洪水調節機能
の強化に向けた基本方針」（令和元年 12 月
12 日 既 存ダムの洪水調節機能強化に向け
た検討会議決定）（以下「基本方針」とい う。）

に基づき、河川について水害の発生の防止
等が図られるよう、下記の とおり協定を締結
し、同水系で運用されているダム（以下「既存
ダム」とい う。）の洪水調節機能強化を推進

する。

北川流域治水協議会の概要

＜設立趣意＞
令和2年7月豪雨をはじめ、令和元年東日本台風や平成30年7月豪雨等によ

り、大規模水害が全国各地で相次いで発生しており、今後の気候変動により
更に降雨量の増大や水害の激甚化・頻発化が懸念される。

このような水害リスクの増大に備えるために、河川・下水道の管理者等によ
る治水に加え、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」への転換を進めるこ
とが必要である。

このため、本協議会の設立により流域全体のあらゆる関係者が協働し、河川
整備計画に基づく治水対策や大規模氾濫協議会の取組方針に基づくソフト対
策を共有するとともに、集水域から氾濫域にわたる地域の特性に応じた流域
対策を総合的に推進し、流域全体で早急に実施すべき各対策の全体像「流域
治水プロジェクト」を策定のうえ、密接な連携体制により取組みを進めることと
する。

＜協議会開催日＞
協議会は、これまでに全10回開催されており、流域治水に関する対策に関し

て議論を重ね、流域治水プロジェクトを策定・改訂している。
第1回協議会 令和2年8月25日
第2回協議会 令和2年9月16日
第3回協議会 令和2年12月23日
第4回協議会 令和3年3月22日
第5回協議会 令和3年6月4日
第6回協議会 令和4年3月23日
第7回協議会 令和4年6月6日
第8回協議会 令和5年3月16日
第9回協議会 令和6年3月18日
第10回協議会 令和7年3月19日

協議会の活動例

○ 令和3年度から国・県・市町によるワーキンググループを設置し、流域治水対策
を検討。

○ 令和6年度の実施内容について、県内の各市町、福井県、福井地方気象台、
福井河川国道事務所より説明。

水取地区で発生している浸水被害を解消さ
せるため、雨水を強制的に北川に 排水させる
ポンプ場整備および雨水を一時 的に貯留さ

せるための調整池整備を行う。

【個別流域の取組の例】

①水取排水区浸水対策（小浜市）

○ 気候変動を踏まえた河川及び流域での対策
の方針を反映した流域治水プロジェクト2.0を
策定。
R6年度に更新を行った。

＜流域治水プロジェクト2.0の策定＞

＜流域治水対策の検討＞

周辺集落から指定避難所へ至る経路の
大雨時の冠水を解消し、円滑かつ迅速な避

難を目的として橋梁（千才橋）の嵩上げを行う。

②避難路の確保（若狭町）
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WEB開催
書面開催
WEB開催
WEB開催
WEB開催
WEB開催
WEB開催
WEB開催
WEB開催
WEB開催



近畿地⽅整備局
流域治水プロジェクト 【個票No.2】
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近畿地⽅整備局
流域治水プロジェクト 【個票No.2】
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近畿地⽅整備局
流域治水プロジェクト 【個票No.2】
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○北川の国管理区間のうち、小浜市街地を含む遠敷川合流点から下流区間は、整備計画目標流量（1,400m3/s）に対して流下能力が不足
していたところ。

○小浜市水取地先において河床掘削を実施し流下能力を確保した。
○令和2年度までに工事を完了し、小浜市街地の治水安全度の向上を図った。

お に ゅ う

流下能力図

標準横断図

▽HWL

平水位

河床掘削高水敷切下げ
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北川水取地区河床掘削 【個票No.3】

水取地区河床掘削

北川

位置図

1.0k

2.0k

0.0k

令和2年度実施箇所
河床掘削 L=約380ｍ

【右岸1.4～1.7k付近】

令和2年度実施箇所
河床掘削 L=約1070ｍ
【左岸1.5～2.6k付近】
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令和元年度実施箇所
河床掘削 L=約250ｍ
【左岸1.2k付近】

平成30年度実施箇所
河床掘削 L=約120ｍ
【左岸0.8k付近】

平成29度実施箇所
河床掘削 L=約260ｍ

【左岸0.5～0.8k付近】

2.0k付近

工事写真

令和6年度末 河川整備計画策定時点（平成24年10月）整備計画目標流量

小浜市府中地区 令和2年8月撮影

北川

小浜市丸山地区 令和3年2月撮影

北川
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北川水取地区河床掘削 【個票No.3】

○河口から丸山橋付近の区間は感潮域のため、シオクグ・ヨシ等の湿地環境の保全、シロウオ・シラウオの産卵場の保全に配慮 した施工
や生育範囲の拡大を考慮した高水敷の切り下げを実施。

○令和2年度に水取地区の上流部（丸山橋付近～府中橋付近）において河床掘削を実施し工事を完了した。
○掘削後もヨシ群落が拡大しており、シロウオの産卵場としての利用が継続的に確認されている。

シロウオ、シラウオ産卵場及びシオクグ、ヨシ原の湿地環境の保全

ヨシ原（シオクグ群落を含む）

シオクグが生育する塩性
湿地環境

シロウオ・シラウオの産卵場

0.8k
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シロウオ親魚産着卵

シロウオの産着卵

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

H27 R2

面
積

(h
a)

ヨシ群落の面積（0～2k）

面積が拡大
（河川水辺の国勢調査による）

0
100
200
300
400
500

H21 H27 R6

個
体

数

シロウオの個体数（遡上期（3月）調査）

個体数は継続
して確認

シロウオ・シラウオに配慮した掘削

1.0k

多田川

江古川

平均潮位

シロウオ、シラウオの産卵場

となる浅場の保全

0

20

40

60

80

H27 R1 R2 R3

産
卵

箇
所

数

シロウオ産卵箇所数

産着卵を持った
親魚は確認

産卵箇所が拡大

湿地環境（ヨシ原）の保全

令和6年5月撮影

浅場の保全

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

HWL T.P.+3.557

平均潮位

0.6k

河床掘削

シロウオ、シラウオの産卵場

となる浅場の保全
シオクグ、ヨシ原の

湿地環境の保全

シオクグ等に配慮した掘削

江古川
(T

.P
.m

)

0
10
20
30
40
50

H27 R2

確
認

個
体

数
（
株

） シオクグ個体数

個体数
は維持

（河川水辺の国勢調査による）

（シラウオ、シロウオ産卵場調査による）

（シラウオ、シロウオ産卵場調査による）



近畿地⽅整備局

0

500

1,000

1,500

2,000

1.0k 2.0k 3.0k 4.0k

流
下

能
力
(m

3 /
s
ec
) 令和5年5月撮影 府中頭首工付近

令和5年6月撮影 府中頭首工付近

4.2k

4.2k

10

北川高塚地区河床掘削 【個票No.4】

○北川の国管理区間のうち、小浜市街地を含む遠敷川合流点から下流の区間は、整備計画目標流量（1,400m3/s）に対して流下能力が不
足していたところ。

○小浜市高塚地先において流下能力を確保することで小浜市街地の治水安全度の向上を図っている。
○アユやサケなどの魚類の繁殖、生息環境に配慮した河床形状で令和3年度から掘削を行い、令和5年に工事を完了した。

お に ゅ う

遠敷川

北川

高塚地区河床掘削
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流下能力図

位置図

高塚地区河床掘削

令和6年度末 河川整備計画策定時点（平成24年10月）整備計画目標流量

3.4k

▽HWL

平水位

標準横断図

工事写真

砂州を切り下げて、瀬・淵

の自然な創出を促す

平水位以上の陸域のみを掘削

してアユの産卵場を保全する



近畿地⽅整備局

○北川では河道断面確保のため水取地区等の河床掘削を順次実施している。これまでも発生土については一部、地元活用（圃場整備等）
でのコスト縮減に努めている。

○加えて、平成３１年度より、災害時の災害復旧活動の拠点となる水防拠点を、高塚地区と天徳寺地区で整備を行っている。
水防拠点の基盤整備においては、河道掘削土を有効活用することでコスト縮減に努めている。

○水防拠点では、災害復旧で使用する土砂や根固ブロック等の資材の備蓄や、災害対策機械の作業ヤード（平常時は堤防拡築で使用す
る土砂混合の作業ヤードとして活用）等を確保する計画で順次整備を進めている。

北川高塚地区河床掘削 【個票No.4】 ～水防拠点整備～

11

令和4年5月撮影

北川

令和7年5月撮影

北川

根固めブロック
備蓄ヤード

水防拠点整備イメージ

砕石備蓄ヤード

備蓄土砂
備蓄ヤード



近畿地⽅整備局

堤防拡築　整備箇所

① 西津地区

② 府中地区

③ 高塚地区

④ 太良庄地区

⑤ 国分地区

⑥ 平野地区

⑦ 玉置地区

⑧ 日笠地区

⑨ 堤地区

⑩ 天徳寺地区

⑪ 上吉田地区

⑫ 三宅地区

⑬ 関地区

計画堤防断面

現況堤防断面

堤防拡築 【個票No.6～7】

○本来有するべき形状（高さ・幅を含む）を満足していない堤防について、堤防の拡築を実施している。
○堤防の断面形状確保は、堤防強化と併せて実施するほか、掘削残土の有効活用なども考慮しながら実施する。

堤防断面形状確保（堤防拡築）のイメージ

位置図

拡築工事の実施

：一連区間完成

凡 例
R1以前実施(前回まで)

R2～R6実施

未施工

写真

令和5年3月撮影 小浜市国分地区（遠敷川右岸） 12令和4年8月撮影 小浜市国分地区（遠敷川右岸）
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堤防強化 【個票No.8～10】

○河川水の浸透による漏水やすべり破壊などを原因とする堤防破壊への対応として、堤体内の水位低下を促すドレーン工等を設置して堤防
の安全性を向上させる。

○「河川堤防の浸透に対する照査・設計のポイント」に基づき、平成２６年度に照査を実施し、整備区間を抽出している。
○堤防の安全性の確保（堤防強化）は、質的評価や現場条件等を踏まえ効率的に実施する。

位置図

堤防強化のイメージ

河川水の浸透による漏水
やすべり崩壊などを原因と
する堤防破壊に対するため、
堤体内の水位低下を促すド
レーン工等を設置し、堤防
の安全性を向上させる。

被覆材料（遮水シート等）

ドレーン工

強化後の浸潤面

強化前の浸潤面侵食対策

鋼矢板等

堤防強化の実施

令和4年3月撮影

堤防強化 連接ブロック（侵食対策）
（北川 小浜市平野地区 位置図⑥）

遠敷川

北川

堤防強化・侵食対策　整備箇所

① 丸山地区（侵食対策）

② 高塚地区（堤防強化）

③ 太良庄地区（堤防強化）

④ 遠敷地区（堤防強化）

⑤ 国分地区（堤防強化・侵食対策）

⑥ 平野地区（侵食対策）

⑦ 玉置地区（堤防強化）

⑧ 上吉田地区（侵食対策）

：一連区間完成

凡 例
R1以前実施(前回まで)

R2～R6実施

未施工

写真

堤防強化 法尻ドレーン設置
（遠敷川 小浜市国分地区 位置図⑤）

令和2年5月撮影

位置図⑤国分地区（遠敷川右岸）は浸透への対策と侵食への対策が重複している区間であり
浸透対策は実施済、侵食対策の未施工であることから着色は未施工としている。



近畿地⽅整備局
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維持管理計画の策定 【個票No.15】

北川河川維持管理計画

河川維持管理は、河道流下断面の確保、堤防等の施設の
機能維持、河川区域等の適正な利用等に関して、それぞ
れ「目標設定」を行った上で、「状態把握」を行い、その結
果に応じて適切な「維持管理対策」を実施することを基本
としている。 また、点検・対策等の分析評価においては、
その都度学識者の助言を頂いている。

PDCAサイクル

「河川維持管理計画」は、河川維持管理サイクルの繰り
返しを通じて、内容を修正・充実させていく。

○北川河川維持管理計画には、維持管理の目標、河川の状態把握の手法、具体的な維持管理対策を定めており、基本的に５年毎に見直
し、直近では令和６度に全面改定している。

○主な改定ポイントとして、地域連携（河川管理者と市町等の連携）、効率化・改善に向けた取り組み、サイクル型維持管理の追加を行って
いる。



近畿地⽅整備局
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河川の維持管理目標

■河川環境の整備と保全に係る目標
・河川環境の保全に関する目標は、生物の生息・生育・繁殖環境、河川景観、人と川とのふれあいの場、水質等について、
当該河川の特性や社会的な要請等を考慮しながら行う。

■河川区域等の適正な利用に関する目標
・河川維持管理の実施にあたっては、河川の自然的、社会的特性、河川利用の状況等を勘案しながら、河川の状態把握を行い、
河川敷地の不法占用や不法行為等への対応を行う。

■河道流下能力の維持に係る目標設定
・維持管理すべき一連区間の河道流下断面の目標は、これまでの河川改修等により確保された流下能力を維持する。

■施設の機能維持に係る目標設定

１．河道（河床低下・洗掘、堆積の対策）
･河床低下や堆積等が生じないように維持

２．堤防
・堤防の侵食、浸透、耐震に対する機能を維持

３．護岸・根固・床止め（落差工、帯工含む）
・所定の機能が確保されているように維持
・魚道機能の維持

４．水門、樋門等
・土木施設、機械設備、電気設備について所定の機能が
確保されるよう維持

５．その他の施設
・水文、水理観測施設の適切な維持管理

維持管理計画の策定 【個票No.15】



近畿地⽅整備局

河川の状態把握

・河川の状態把握は、基本データの収集、河川巡視、点検等により行うこととし、河川維持管理の目標、河川の区間区分、河道特性
等に応じて、適切に実施する。また、現状の河川管理施設の点検結果を評価し、管理の現況を地域に分かり易く公表している。

・河川維持管理データベースシステム(RMDIS：River Management Data Intelligent System 等)により、河川巡視・点検結果や河道基
盤情報等の河川維持管理に関する基本情報を効果的に蓄積している。

河川堤防や河川構造物に関して「予防保全型の維持管理」を目的
として、機能に支障のない「予防保全段階（Ｃ評価）」から、補修や施
設更新などの予算化を実施することで、ライフサイクルコストの縮減
を図る。

点検における評価区分 点検結果 （令和６年度）

維持管理計画の策定 【個票No.15】

※上記の点検結果は一連区間および樋門等の各河川構造物（機械施
設、電気通信設備含む）における最も低い評価を総合評価としている。

A

B

D

C

具体的な維持管理対策

令和５年１１月６日撮影令和４年１１月２２日撮影

堤防法崩れ（R3 予防保全段階 評価）

過年度の河川測量結果をもとに流下能力を算出、測量結果から
得られた河床の上昇、低下などの河道断面変化、重要水防箇所、
人口資産状況等を勘案し掘削箇所の優先度を設定したうえで、維
持掘削を実施する。

・河道 ・堤防、護岸・根固・床止め、水門、樋門等、その他の施設

具体的な維持管理対策

三次元測量による北川
河口部の河床変動状況
（H30-R6比較）

1 0.0 ～ 4.3 B C

2 4.3 ～ 15 B B

1 0.0 ～ 7.3 D C

2 7.3 ～ 15 C C

左岸 1 0.0 ～ 1.5 C B

右岸 1 0.0 ～ 1.5 C C
遠敷川

左右岸河川名

北川

左岸

右岸

総合評価
（R5年度）

一連区間 総合評価

16
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●堤防の掘り返しについて

令和６年度から、遠敷川（国管理区間）において、イノシシによる堤防法面
の掘り返しが反復して発生していることを河川カルテにより確認している。

【河川カルテによる確認事項】

・イノシシは高水護岸から堤防天端までの堤防法面を掘り返すことが多い。

【令和７年度の堤防掘り返し対策（試行）】

・３種類の忌避剤と散布頻度を変化させた区間において、イノシシ等の忌避

効果をカメラの自動撮影により確認し、その結果を整理する。

・散布頻度：６０日毎に散布、試行開始時のみ散布 の２ケース

河川カルテの更新 【個票No.17】

17

点検結果記録票

○河川カルテは河川改修等の河川工事、河川管理の履歴として記録が必要な事項、点検、点検結果による補修対策等の河川維持管理

における実施事項の他、災害及びその対策等について、効率的に管理が行えるようデータベース化し随時記録・蓄積している。

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

累積延件数 447 532 644 512※ 455※ 421※ 512※ 455※ 519※ 587※

年度新規件数 134 85 112 260※ 215※ 137※ 136※ 115※ 150※ 228※

対応済件数 84 132 12 7 157 3 0 17 22 43

※は、同一箇所の変状におけるカルテの統合により、過年度からの累積延件数及び新規件数と
は異なる。

発見 点検 補修

河川カルテ作成要領に基づき、河川管理上必要な情報を整理し、
要対策項目や重要情報について、河川巡視及び出水期前点検を
対象として、河川カルテを更新する。

【遠敷川で発生した獣の掘り返しによる堤防損傷】

河川カルテの登録方針

河川カルテの登録状況

河川カルテ様式 河川カルテによるデータの蓄積（発見～補修）
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堤防、護岸等の維持管理の実施 【個票No.19】

護岸補修 草刈作業

維持掘削

〇出水等による土砂堆積物を除去
し流下能力の改善に努める。

〇堤防の亀裂・陥没等の有無を
点検するため、堤防の草刈りを
実施する。

〇堤防の亀裂や法崩れ等の恐れの
ある箇所について法面補修を行う。

〇護岸の老朽化や洗掘による損
傷について、堤防への影響等を
考慮し、必要に応じて補修する。

北川の堤防で刈り取った草は、これまで有料処分としてい
たが、資源の有効活用やコスト縮減の観点から、地元農業
団体に米ぬかや堆肥ヤードの提供を頂くなど地域と連携し
て、堆肥化・無償配布を行っている。令和６年は約２百万円
のコストを縮減した。(平成２６年度～)

①刈草搬入 ②米ぬか混合 ③堆肥の完成

刈草の堆肥化

無償配布状況（令和6年）

18

堤防補修主な維持管理 コスト縮減

←北川

○河川管理施設等の機能維持を図るため、日常的な巡視、計画的な補修・更新等を実施している。（平成24年度からは、出水期前に堤防点

検（徒歩巡視）を実施し、堤防の変状など、経年的な状態監視を行っている。）

○河道の流下能力を維持するため、適切な樹木伐採、維持掘削においては出水等による土砂堆積物を除去し流下能力の改善に努めるな

どの河道管理を実施している。

○河川管理施設等の機能維持を図るため、堤防の亀裂や陥没など変状を点検できるよう堤防の草刈りを実施している。堤防の亀裂や法崩

れ等 の恐れのある箇所の補修や、老朽化や洗掘で損傷した護岸について、必要に応じて補修工事を実施している。

○刈草を地元農業団体と協働で、堆肥化・配布することで処分費用の縮減を図っている。
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河川構造物等の維持管理の実施 【個票No.20】

○水門、樋門・樋管等の施設操作の確実性の向上のため、点検整備 （月1回）、出水期前点検（毎年１回）を実施し、必要に応じ補修・更新を
実施している。平成２３年以降、機能に支障をきたす状況は確認されていないが今後も点検の結果に基づき、必要な補修を実施する。

○また、操作の適切かつ確実な実施のため、操作員への講習会（年１回）の実施、職員による監査（施設毎に５年１回）を実施している。

19

実施前

実施後

樋門監査の様子 令和２年８月

講習会の様子 令和６年５月平井川樋門（北川左岸11.0k付近）
管理橋更新を実施（令和４年度）
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樹木管理の実施 【個票No.22】

○河道流下断面の確保のため、繁茂状況や河川管理施設への影響等を踏まえて、河道内の樹木伐採を継続実施している。

○令和４年度に270m2、令和６年度に8,700m2の樹木伐採を実施した。

○令和７年度からは、樹木伐採で発生した伐採木を木質バイオマス発電所へ提供することで、処分費用のコスト縮減を図る取り組みを行って

いる。

20
木質バイオマス発電所へ提供するため

伐採木を集積（高塚水防拠点）

コスト縮減

凡 例

■ R4実施箇所

■ R6実施箇所

伐採前後 撮影個所

伐採前 伐採後

樹木伐採 （北川右岸5.1k 小浜市太良庄地区）

5.0k 5.0k



近畿地⽅整備局
河道管理の実施 【個票No.23】

○河道流下能力の維持管理のため、河道の堆積状況や河川管理・利水施設への影響等を踏まえて、維持掘削を継続実施している。

○令和２年度からは令和６年度において北川では約12万m3の維持掘削を実施した。

21

維持掘削 （北川12.5k 若狭町上吉田地区）

掘削前 掘削後

令和6年4月撮影 令和6年8月撮影

凡 例
● R2実施個所
● R3実施個所
● R4実施箇所
● R5実施箇所
● R6実施箇所

年度 掘削量（m3） 地区名

R2 62,900 小浜市国分地区ほか

R3 25,200 若狭町下野木地区ほか

R4 22,200 若狭町天徳寺地区ほか

R5 5,400 小浜市遠敷地区ほか

R6 5,500 若狭町上吉田地区

合計 121,200

12.6k
12.6k

掘削高を平水位より50cm

程度下げ、ワンドの形成

を図る

水位上昇時にワンド

に水が入る水路

掘削形状の工夫により
ワンド等の形成を図り、
多様な水辺環境の創出を
目指す。
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水利用等に関する情報共有、相互理解 【個票No.26～28】

○河川管理者と水道事業者、電力会社、土地改良区等の水利用者との間で北川水系の水利用の状況や河川の状況等について情報交
換し、現状・課題の認識を通して相互理解を図ることを目的に、平成１１年より毎年「北川水系水利用情報交換会」を開催している。

○令和７年の８月において北川の水位低下や流域ダムの貯水率が低下し渇水が予想されたため、河川管理者から利水者に対し水文
に関する情報、利水者からは渇水に備えた対応状況を共有する「北川情報共有会議」を開催した。

○北川情報共有会議（8月7日）では、北川から農業用水として取水している土地改良区より、番水（ブロック給水）の実施、取水施設であ
る堰板の点検や補修、取水口付近の土砂撤去など渇水に備えた取組の報告を受けた。なお、農作物等への特段の影響は生じていない
とのことであった。

22

北川水系水利用情報交換会（令和7年6月12日）開催状況

開催内容

（１）北川水系水利用情報交換会
開催日：令和７年６月１２日（木）
開催場所：福井県立若狭図書学習センター（小浜市）
開催内容：北川の水文、水質及び河道状況等について情報共有を行うとともに、出水期を迎えるにあたっての注意喚起、小水力発電

や渇水状況について情報提供等を行った。
（２）北川情報共有会議

開催日：令和７年８月７日（木）
開催場所：嶺南河川国道維持出張所（web会議併用）（小浜市）
開催内容：北川の流況、河内川ダムの貯水率等、農業用水の利用状況について情報共有を行った。

【 令和７年度 】
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外来種対応の実施 【個票No.30】

平成28年撮影 平成28年撮影

外来種侵入実態 令和７年度河川水辺の国勢調査（植物）

その後、処分場にて
焼却処分

○河川水辺の国勢調査結果を活用し外来種侵入動向を監視するとともに、関係機関と連携して地域住民向けに環境啓発を行っている。

○比較的に広域拡散していない「オオキンケイギク（特定外来種）」については、河川巡視で発見次第、駆除している。

関係機関との連携（小浜市） 環境啓発

差し換え

広報おばま（Ｒ７．５月号）

北川（中流部）左岸５．０ｋｐ付近

北川（中流部）右岸１３．２ｋｐ付近

オオキンケイギクの駆除
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近畿地⽅整備局
危機管理に関する事項 【個表No.32】

○福井河川国道事務所では、流域治水の取り組みを推進するため、土地利用や住まい方の工夫、水災害リスクを踏まえた防災まちづくり

の検討及び企業の立地選択に活用出来るよう、九頭竜川、北川の直轄管理区間において、比較的発生頻度が高い降雨規模も含めた

複数の降雨規模毎に作成した浸水想定図（「多段階の浸水想定図」）と、それらを重ね合わせて、浸水範囲と浸水頻度の関係を図示し

た「水害リスクマップ」を作成、公表している。

○これに加えて、主要河川以外の支川や内水氾濫による浸水リスクを示す内外水統合型のリスクマップを作成することとしており、令和７

年度には、現況河道条件における九頭竜川・北川の内外水統合型のリスクマップを公表する予定。

24

【内外水統合型水害リスクマップ】

• その他河川や下水道からの氾濫による

浸水を内外水一体型で表現した図面。

【多段階の浸水想定図（外水氾濫のみ）】

• 想定最大規模、計画規模に加え、高頻

度から中低頻度で発生する降雨規模毎

（1/30、1/50、1/100、1/150）に作成した

浸水想定図。

【水害リスクマップ（外水氾濫のみ） 】

• 多段階の浸水想定図を用いて、降雨規

模毎の浸水範囲を浸水深毎（0.0m以上、

0.5m以上（床上浸水）、3.0m以上（１階

居室浸水））に重ね合わせて作成した図

面。

現況河道において浸水が想定される範囲を表示（1/150） 浸水深50cm（床上浸水相当）以上の浸水が想定される範囲を表示 内外水統合の水害リスクマップ図【浸水深50cm以上】
（イメージ）



近畿地⽅整備局
危機管理に関する事項 【個票No.32】

平成28年撮影 平成28年撮影 平成28年撮影

駆除作業
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○令和4年8月大雨における課題の改善策として、福井県は住民の防災行動につながる市町への支援・情報提供の充実を支援しており、
改善策のひとつとして、災害時に関係機関が危機感を共有する体制を構築し、災害に対する早期の準備や避難指示等の迅速な意思決
定につなげるため、令和5年度の出水期から「ふくい県域タイムライン」の試行運用を開始した。

○県内全市町の参加により、国、県、関係機関と連携する全国初の取り組みであり、令和8年度の本格運用に向け支援を実施する。

令和5年6月9日

ふくい県域タイムラインの概要

「ふくい県域タイムライン」の定義：
福井県全域を対象に、国、県、市町等関係機関が、水害・土砂災害
が発生することを前提として、「いつ」「誰が」「何をするか」等の事前
に取るべき行動を時系列で整理した行動計画

web危機感共有会議

・市町の体制準備、避難所開設を支援するため情報提供。
・早期注意情報にて、警報発令の可能性［中］以上となった場合に、事務局の

協議により開催。
・令和6年度はweb危機感共有会議を7回開催。

≪内容≫
・気象情報（福井地方気象台）
・施設管理者からの情報提供 河川（国、県）

、ダム（国、県）、道路（国、県、NEXCO）

◆効果：県域全体の防災力向上
①適時・的確な意思決定と防災対応
②早い段階での危機感共有
③連携の強化

・県下全市町、県、気象台、国、並びに、マスコミ、NPO等がタイムライン策定
に向け意見交換を実施。

・令和6年度は策定部会を3回開催。

タイムライン策定部会
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近畿地⽅整備局

○福井河川国道事務所災害情報普及支援室による防災・減災に関する技術支援として、福井地方気象台や関係自治体と連携し、沿川住民
を対象に、ハザードマップを周知するとともに「マイ・タイムラインや防災マップ」の作成を通して、防災意識の向上を図っている。

加えて、要配慮者利用施設の管理者等を対象に、「避難確保計画に基づく避難訓練（机上）」を実施している。

○例年出水期前に、重要水防箇所や危険箇所等について、関係自治体と現地合同点検を実施している。

防災マップ作成指導者研修（小浜市）

危機管理に関する事項 【個票No.32】

令和４年６月２５日

令和４年６月２５日

避難確保計画に基づく避難訓練（美浜町）

令和７年７月２３日

令和７年７月２３日

26

水防管理者との合同点検の実施状況（小浜市）

令和６年６月２１日



近畿地⽅整備局

福井県内の小学生を対象として、地域の危険な場所や避難場所を盛
り込んだ「防災マップ」のコンテストを開催しました。

これは小学生に取り組んでもらうことにより、本人をはじめ協力したご家
族や地域の方々の防災意識を高めることを目的として平成26年度から
取り組んでいます。

応募対象：福井県内の小学生

募集期間：令和７年７月上旬～

令和７年９月４日(木)

表 彰 式 ：令和７年１０月２５日（土）

主 催 ：ふくいの水防災を考える会

共 催 ：ＮＨＫ福井放送局

福井新聞社

後 援 ：福井県教育委員会、

福井県防災士会

特別協賛 ：福井県教育委員会、福井県防災士会、

協 賛 ：近畿建設協会、損保協会北陸支部福井損保会、

協 力 ：ミドリ防災

河川に関する学習 【個票No.34】

○「福井豪雨から10年を契機とした啓発活動」の一環として、平成26年度より継続実施している『我が家のぼうさいコンテスト』を県内の小学

生とその家族を対象に開催している。

受賞者（３６名）【応募総数１８７点】
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第12回 わが家のぼうさいコンテストを開催!

第12回表彰式の様子

最優秀賞 優秀賞



近畿地⽅整備局
河川に関する学習 【個票No.34、37】

28

令和７年度 水生生物調査 実施概要

年度別参加人数

【日 時】 令和７年１０月１３日（月）

【場 所】 三宅橋（若狭町）

【参加者】 ４名

【内 容 】 水質調査（パックテスト）

環境測定（流速、水温、気温、透視度）

水生生物調査

水生生物採取（三宅橋付近）

水生生物の同定作業

○川に親しむ行事として、地域住民等を対象に水生生物調査や河川清掃活動を通して、「身近な河川への関心」を高めるとともに、環境保全
に関する意識の向上を図っている。

○河川整備や河川利用、河川環境に関する地域の要望の把握や、河川愛護思想の普及啓発、及び河川の適正な維持管理を地域と連携し
て進めていく「河川愛護モニター」について、令和７年度は２名を任命し活動している。

※Ｒ２～５年度は、コロナ禍の影響により中止

令和７年１０月１３日

令和７年１０月１３日

令和７年度 河川愛護モニター 実施概要

【活動期間】 令和７年７月１日～

令和８年６月３０日

【活動場所】 北川・遠敷川流域

【活動人数】 2名

【活動内容 】日常生活の範囲内で知り得た情

報を河川管理者に共有すること。

ごみの不法投棄に関する情報提供

※国土交通省・環境省では、昭和５９年度より、
小・中学生や高校生、一般市民等に参加を
呼びかけ、水生生物による簡易な水質調査を
実施しています。

令和７年８月５日


